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資料１．稲城市環境基本条例 

稲城市環境基本条例 

平成 15年３月 31日 

平成 15年稲城市条例第５号 

  

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 各主体の責務（第４条－第７条） 

第３章 環境の保全等に関する基本的施策（第８条－第 17条） 

第４章 環境管理（第 18 条） 

第５章 環境パートナーシップによる環境の保全等の推進（第 19条－第 21 条） 

第６章 環境審議会（第 22条） 

第７章 雑則（第 23条） 

付則 

  

前文 

稲城市は、古来、多摩丘陵や多摩川、三沢川、大丸用水などの「緑」と「水」に代表される

豊かな自然環境に恵まれている。人々はその恩恵を受けて、生命をはぐくみ、文化を伝承し

ながら活力ある今日の稲城市を築いてきた。私たちは、この良好な環境を享受するとともに、

これを将来の世代に継承していく責務を担っている。 

私たちの暮らしは、高度経済成長により確かに豊かになった。しかし、大量消費、大量廃

棄による環境の悪化は、私たちの身近な所から地球規模に至るまで、一層の広がりをみせて

いる。このような問題を解決するためには、今こそ、これまでの社会経済システムやライフ

スタイルを見直し、稲城市にとってふさわしい持続的発展が可能な循環型のまちを築かなけ

ればならない。同時に、一人ひとりが地球規模の観点から身近な環境問題を自覚し、一歩ず

つ着実に行動する必要がある。 

稲城市では、このような考え方に立って、人と自然、人と人とが共生できる環境のまち稲

城を将来の世代に伝えるために、ここにこの条例を制定する。 

  

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全、回復及び創造（以下「環境の保全等」という。）について

基本理念を定め、市、事業者、市民及び学校の責務を明らかにするとともに、市域の特性

に即した環境の保全等に関する施策の基本的な事項を定めることにより、その施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全かつ暮らしやすい生活を

営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支

障の原因となるおそれのあるものをいう。 

 (2) 循環型社会 資源採取、生産、流通、消費、廃棄その他の社会経済活動の全段階を

通じて、資源及びエネルギーの一層の循環及び効率的利用並びに廃棄物の発生抑制、

循環的な利用及び適正な処分を図る等、社会経済システムにおける物質の循環を確保

することにより、環境への負荷が低減された社会をいう。 

 (3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に起因する生活環境

の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁（雨水及び地下水の汚染を含む。）、土壌の

汚染、地盤沈下、騒音、振動、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ又は

生活が阻害されることをいう。 

 (4) 環境パートナーシップ すべての者が、環境の保全等を目的として、相互に促し、

励まし、支え合う関係をいう。 

 (5) 環境マネジメントシステム 自主的に環境の保全等の取組を進めていくために、環

境目標を設定し、計画、実行、評価、改善する体制その他これらに関する手続をいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全等は、市民が健康で安全かつ暮らしやすい生活を営む上で必要とする良

好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければな

らない。 

２ 環境の保全等は、循環型社会を基調とした持続的な発展が可能なまちを構築することを目

的として、環境パートナーシップを背景とした自主的かつ積極的な行動により推進されなけ

ればならない。 

３ 環境の保全等は、市域における事業活動及び日常生活において、充分に配慮されなけれ

ばならない。 

 

第２章 各主体の責務 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、市域の自然的社会的条件に応じ、次に掲げる事項に関

し施策を策定し、及びこれを推進する責務を有する。 

(1) 公害の防止に関すること。 

(2) 自然環境の保全等に関すること。 

(3) 自然環境と調和した都市環境の確保に関すること。 

(4) 良好な景観及び歴史的文化的環境の保全に関すること。 

(5) 資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び再資源化の促進に関するこ

と。 

(6) 環境への負荷の少ない役務、資源、製品等の利用の促進に関すること。 

(7) 環境への負荷を低減するための環境パートナーシップによる行動の促進に関するこ

と。 

(8) 地球温暖化防止などの地球環境の保全等に関すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。 
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２ 市は、基本理念にのっとり、市が行う事業に関し、環境への負荷の低減に自ら取り組む

責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、次に掲げる責務を有する。 

(1) 事業活動に伴う環境への負荷を低減し、及び公害その他環境汚染を予防するため、必

要な措置を講ずること。 

(2) 事業活動に係る製品の製造、販売、使用又は廃棄による環境への負荷を低減するた

め、必要な措置を講ずること。 

(3) 事業活動に係る役務の提供及び利用による環境への負荷を低減するため、必要な措置

を講ずること。 

(4) 市が推進する環境の保全等に関する施策に協力するとともに、地域の環境の保全等に

関する取組に積極的に参加し、又は協力すること。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、次に掲げる責務を有する。 

(1) 日常生活に伴う環境への負荷の低減に努め、環境の保全等に自ら取り組むこと。 

(2) 市が推進する環境の保全等に関する施策に協力するとともに、地域の環境の保全等に

関する取組に積極的に参加し、又は協力すること。 

（学校の責務） 

第７条 学校は、基本理念にのっとり、次に掲げる責務を有する。 

(1) 家庭や地域社会と協力して、環境の保全等に関する活動に積極的に取り組むこと。 

(2) 市が推進する環境の保全等に関する施策に協力すること。 

 

第３章 環境の保全等に関する基本的施策 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、稲城市環

境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 稲城市が目指す目標 

(2) 前号の目標を達成するために、重点的に取り組むべき施策 

(3) 前号の施策を推進するための点検体制 

(4) 前３号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、あらかじめ市民、事業者及び学校の意見を

反映させるための必要な措置を講じなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境基本計画の尊重） 

第９条 市は、環境に関する施策を策定し、及び推進するに当たっては、環境基本計画を尊

重しなければならない。 
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（環境配慮指針） 

第 10条 市長は、事業者、市民及び学校が、環境への負荷の低減に寄与する行動を取るため

の規範となる環境配慮指針を策定しなければならない。 

２ 市長は、環境配慮指針の策定に当たっては、あらかじめ事業者、市民及び学校の意見を

反映させるための必要な措置を講じなければならない。 

３ 市長は、環境配慮指針を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

４ 前 2項の規定は、環境配慮指針の変更について準用する。 

（指導、助言等） 

第 11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、環境の保全等に適正

な配慮がなされるように、指導、助言等を行うことができる。 

（規制措置） 

第 12条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講

ずることができる。 

２ 市は、自然環境の保全等を図るため、自然環境の適正な保全等に支障を及ぼす行為に関

し、必要な規制の措置を講ずることができる。 

３ 市は、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び再資源化を促進するため

これらを阻害する行為に関し、必要な規制の措置を講ずることができる。 

４ 前３項に規定するもののほか、市は、環境への負荷を低減するため、特に必要があると

きは、必要な規制の措置を講ずることができる。 

（誘導的措置） 

第 13条 市は、率先して環境への負荷を低減することを促進するため、適正な優遇、助成そ

の他の必要な誘導的措置を講ずることができる。 

２ 市は、環境への負荷を低減させるため、特に必要があるときは、経済的負担を課する措

置を講ずることができる。 

（調査、監視及び測定の実施） 

第 14条 市は、環境の状況の把握及び環境の変化の予測並びに環境の保全等に関する施策の

策定及び推進のために必要な調査、監視及び測定を実施するものとする。 

（環境報告書の作成及び公表） 

第 15条 市長は、環境の状況及び環境の保全等に関する施策の評価を明らかにするため、環

境報告書を定期的に作成し、これを公表するものとする。 

（市民意見の反映） 

第 16条 市は、第８条第３項及び第 10条第２項（これらの規定を準用するものを含む。）に

定めるもののほか、環境の保全等に関する施策の策定及び推進に当たっては、あらかじめ

市民の意見を反映させるための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国、東京都等との連携） 

第 17条 市は、環境の保全等に関する施策のうち、広域的な取組を必要とするものについ

て、国及び東京都その他の地方公共団体と連携して推進するものとする。 
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第４章 環境管理 

（環境管理の実施） 

第 18条 市は、自らの行為に係る環境への負荷の低減を図るため、環境マネジメントシステ

ムを確立して環境管理を行うよう努めるものとする。 

 

第５章 環境パートナーシップによる環境の保全等の推進 

（環境学習の推進） 

第 19条 市、事業者、市民及び学校は、環境の保全等についての理解を深め、環境の保全等

に関する意識の向上を図るとともに、環境への取組が推進されるよう、互いに環境学習の

機会の提供及び情報の交換に努めるものとする。 

（相互協力） 

第 20条 市、事業者、市民及び学校は、自発的に行う環境の保全等に関する活動を推進する

ため、互いに協力するよう努めるものとする。 

（広域的協力） 

第 21条 事業者、市民及び学校は、基本理念にのっとり、環境の保全等に関する活動を行

うに当たっては、他の地域の人々及び他の地方公共団体とも協力するよう努めるものとす

る。 

 

第６章 環境審議会 

（環境審議会） 

第 22条 環境の保全等に関する必要な事項を調査審議させるため、稲城市環境審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長が委嘱する委員 10人以内をもって組織する。 

３ 審議会は、次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じて調査審議し答申するほか、必要

があるときは市長に意見を述べることができる。 

(1) 環境基本計画の進行管理及び変更に関する事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項（稲城市における自然環

境の保護と緑の回復に関する条例（昭和 49年稲城市条例第 23号）第 23条第２項及び

稲城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成４年稲城市条例第 32号）第

７条第２項及び第３項に規定された事項を除く。） 

４ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第 7章 雑則 

（委任） 

第 23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

この条例は、平成 15年４月１日から施行する。 
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資料２．策定経緯 

日 付 会議名 検討内容 

令和４年 

５月 31日 

第１回 

庁内検討委員会 

○（仮称）第三次稲城市環境基本計画 策定の流れ 

○ 市民・事業者アンケートについて 

６月 22日 
第 1回 

環境審議会 

〇（仮称）第三次稲城市環境基本計画の策定について 

○ 市民・事業者アンケート調査（案）について 

９月 12日 
第２回 

庁内検討委員会 

○ 市民・事業者アンケート 調査 結果の速報 につい

て 

○ 施策実施状況調査結果の報告について 

○（仮称）第三次稲城市環境基本計画（第１章～第３

章）について 

９月 26日 
第２回 

環境審議会 

○ 市民・事業者アンケート調査結果の速報について 

○（仮称）第三次稲城市環境基本計画（第１章～第３

章）について 

11月 10日 
第３回 

庁内検討委員会 
○（仮称）第三次稲城市環境基本計画の素案について 

11月 30日 
第３回 

環境審議会 
○（仮称）第三次稲城市環境基本計画の素案について 

令和５年 

２月 28日 

第４回 

庁内検討委員会 

○ 意見公募の結果について（報告） 

○ 第三次稲城市環境基本計画（案）について 

３月７日 
第４回 

環境審議会 

○ 意見公募の結果について（報告） 

○ 第三次稲城市環境基本計画（案）について 

 

資料３．稲城市環境審議会名簿 

条例区分 氏 名 所属団体など 

学識経験者【会長】 半 智史 東京農工大学大学院農学研究院 

市民【副会長】 松本 裕一 稲城市廃棄物減量等推進審議会 

市民 井川 眞知子 稲城市まちをきれいにする市民協議会 

市民 石橋 みや子 稲城市自然環境保全審議会 

市民 増田 幸雄 稲城市自治会連合会 

事業者 阿部 浩宣 稲城市商工会 

事業者 桂田 良子 稲城市商工会 

学識経験者 安藤 恵介 東京農工大学大学院農学研究院 

関係行政機関 跡邊 昭枝 稲城市立中学校 校長会 

関係行政機関 髙橋 裕之 稲城市立小学校 校長会 
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資料４．諮問・答申 

●諮問 
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●答申 

  

令和４年３月７日 

 

稲城市長  髙橋 勝浩  殿 

 

稲城市環境審議会       

会長 半 智史   

 

（仮称）第三次稲城市環境基本計画について（答申） 

 

令和４年６月 22 日付、稲環緑第 449 号にて諮問のありました「（仮称）第三次稲城市環境基本計

画」の策定について、当審議会において審議を重ね結論に至りましたので、下記及び別添「第三次

稲城市環境基本計画（案）」のとおり答申いたします。 

 

記 

 

１．計画名称 

市民・事業者・学校・市の協働で策定されてきた「稲城市環境基本計画」の認識を引き継ぎ、継続

性のある計画としての位置付けから、「第三次稲城市環境基本計画」が適当と考えます。 

 

２．計画内容 

  計画の推進にあたっては、下記の事項に留意してください。 

 

（１）稲城市が目指す環境像「水と緑につつまれ 地域循環共生圏をめざすまち 稲城 ～カーボ

ンニュートラルな未来のために～」の実現のため、「自然環境の保全と調和」、「安心安全なくら

しの確保」、「循環型社会の構築」、「カーボンニュートラルの実現」、「環境教育・環境保全」に

ついて、市民・事業者・学校・市の連携、協働により取り組むこと。 

 

（２）温室効果ガスの排出量増加に伴う地球温暖化により、世界的な気候変動が進み、異常気象や

災害が発生していることから、特に「カーボンニュートラルの実現」については、社会情勢の変

化に注視しながら、率先して柔軟に取り組むこと。 

 

（３）市はこの 10年間の計画期間において本計画を尊重し、積極的な推進体制により PDCAサイク

ルに基づく管理を行い、「稲城市環境白書 稲城市の環境」の作成等を通じ、環境審議会の審

議内容を踏まえつつ施策の計画的な推進に努めること。 
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資料５．庁内検討委員会名簿 

 

役名 委  員 

委員長 緑と環境課長 

副委員長 生活環境課長 

委員 企画政策課長 

委員 経済課長 

委員 財産管理課長 

委員 まちづくり計画課長 

委員 教育総務課長 
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資料６．環境に関する市民・事業者アンケート調査結果 

 

１．市民アンケート調査 

（１）アンケート調査の概要 

○調査対象：年齢・地区等で偏りが出ないよう条件付与の上で住民基本台帳よりランダム

抽出した 18歳以上の 2,000名の市民 

○調査方法：調査票を対象者に郵送し、郵送による回収 

○回 答 数：804通（回収率：40.2％） 

 

※回答欄に無記入のものは無回答として集計しました。また、単一回答箇所に複数の回答を記入し

た場合などの無効回答についても、無回答に含めて集計しました。 

 

 

（２）回答者の属性 

■性別・年齢 

          

■お住まいの地区 

 

男性

42.7%
女性

56.3%

答えたくない

0.5%

無回答

0.5%

10歳代

1.1% 20歳代

6.5%

30歳代

13.4%

40歳代

16.4%

50歳代

18.8%

60歳代

16.9%

70歳以上

26.4%

無回答

0.5%

回答数 構成比
（参考）

人口割合

139 17.3% 19%

121 15.0% 16%

76 9.5% 10%

40 5.0% 6%

27 3.4% 4%

108 13.4% 13%

51 6.3% 5%

96 11.9% 10%

37 4.6% 5%

106 13.2% 13%

3 0.4% －

804 804 100.0% 100%

９．長峰

10．若葉台

設問項目

１．矢野口

２．東長沼

３．大丸

４．百村

５．坂浜

６．平尾

７．押立

８．向陽台

無回答

合計　　ｎ＝

17.3%

15.0%

9.5%

5.0%

3.4%

13.4%

6.3%

11.9%

4.6%

13.2%

0.4%

0% 5% 10% 15% 20%
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（３）身近な環境のことについて 

問１ あなたは現在の身近な環境をどのように感じておられますか。（１つ選択） 

 

 

【年代別回答割合】 

 

 

【地区別回答割合】 

 

  

回答数 構成比

１． 268 33.3%

２． 452 56.2%

３． 64 8.0%

４． 13 1.6%

7 0.9%

n＝ 804 804 100.0%

設問項目

快適な環境である

どちらかと言えば、快適な環境である

どちらかと言えば、快適な環境ではない

快適な環境ではない

無回答

合計

33.3%

56.2%

8.0%

1.6%

0.9%

0% 20% 40% 60%

44%

46%

34%

34%

34%

34%

30%

56%

48%

57%

52%

56%

59%

61%

6%

7%

11%

10%

5%

7%

3%

3%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

快適な環境である どちらかと言えば、快適な環境である

どちらかと言えば、快適な環境ではない 快適な環境ではない

28%

27%

25%

40%

33%

20%

22%

45%

32%

61%

61%

61%

68%

53%

44%

67%

51%

51%

65%

39%

9%

11%

7%

8%

15%

9%

24%

3%

3%

1%

2%

7%

4%

4%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

矢野口

東長沼

大丸

百村

坂浜

平尾

押立

向陽台

長峰

若葉台

快適な環境である どちらかと言えば、快適な環境である

どちらかと言えば、快適な環境ではない 快適な環境ではない
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問２ 問１で「快適だと思う理由」について（「１」・「２」を選択した方）、「快適な環境では

ないと思う理由について（「３」・「４」を選択した方）、それぞれお答えください。 

 

■快適だと思う理由（２つまで選択） 

 

 

【地区別回答割合】 

 

回答数 構成比

333 46.3%

222 30.8%

140 19.4%

118 16.4%

119 16.5%

98 13.6%

68 9.4%

48 6.7%

46 6.4%

28 3.9%

4 0.6%

10 1.4%

181 25.1%

n＝ 720 1,234 －

景観がよい

騒音・振動が少なくて静か

道路・歩道がよく整備されている

設問項目

合計

安全に散歩できる散策路が多い

公園が多い

清掃作業により街がきれいに保たれている

悪臭・異臭がない

空気がきれい

水がきれい

その他

※構成比はnを分母として計算　（n：問１で「１」または「２」を選択した方）

自然に恵まれている

交通の便がよい

無回答

46.3%

30.8%

19.4%

16.4%

16.5%

13.6%

9.4%

6.7%

6.4%

3.9%

0.6%

1.4%

25.1%

0% 20% 40% 60%

24%

23%

26%

32%

46%

31%

31%

36%

37%

24%

33%

24%

27%

21%

8%

20%

11%

9%

7%

11%

2%

6%

3%

2%

11%

3%

2%

11%

10%

13%

8%

15%

5%

11%

16%

15%

20%

6%

12%

5%

9%

6%

10%

5%

5%

7%

7%

9%

14%

21%

8%

7%

12%

7%

7%

9%

8%

5%

11%

2%

5%

8%

7%

3%

2%

4%

13%

5%

8%

3%

5%

3%
2%

3%

6%

7%

5%

7%

2%

4%

8%

5%

4%

6%

4%
1%

2%

2%
1%

7%

5%

4%

4%
2%

3%
2%

2%

1%
3%

1%

2%

3%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

矢野口

東長沼

大丸

百村

坂浜

平尾

押立

向陽台

長峰

若葉台

自然に恵まれている 交通の便がよい

景観がよい 騒音・振動が少なくて静か

道路・歩道がよく整備されている 安全に散歩できる散策路が多い

公園が多い 清掃作業により街がきれいに保たれている

悪臭・異臭がない 空気がきれい

水がきれい その他
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■快適な環境ではないと思う理由（２つまで選択） 

 

 

【地区別回答割合】 

 

     ※若葉台は「快適な環境ではないと思う」の回答者なし 

回答数 構成比

17 22.1%

16 20.8%

13 16.9%

12 15.6%

6 7.8%

5 6.5%

5 6.5%

5 6.5%

4 5.2%

0 0.0%

0 0.0%

26 33.8%

16 20.8%

n＝ 77 109 －

設問項目

景観がよくない

交通の便が悪い

道路・歩道が狭くて整備されていない

騒音・振動が気になる

犬の糞やごみの投げ捨てが多い

安全に散歩できる散策路が少ない

公園が少ない

野焼き等の煙・農薬散布等が気になる

自然が少ない

悪臭・異臭がする

水がきれいではない

その他

※構成比はnを分母として計算　（n：問１で「３」または「４」を選択した方）

合計

無回答

22.1%

20.8%

16.9%

15.6%

7.8%

6.5%

6.5%

6.5%

5.2%

0.0%

0.0%

33.8%

20.8%

0% 10% 20% 30% 40%

6%

4%

10%

6%

4%

10%

5%

6%

6%

20%

25%

20%

24%

18%

40%

50%

13%

25%

10%

25%

18%

19%

13%

25%

30%

14%

12%

20%

6%

4%

20%

25%

14%

18%

20%

6%

4%

10%

20%

13%

8%

6%

6%

8%

10%

6%

19%

29%

40%

20%

24%

18%

20%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

矢野口

東長沼

大丸

百村

坂浜

平尾

押立

向陽台

長峰

若葉台

自然が少ない 公園が少ない

交通の便が悪い 騒音・振動が気になる

悪臭・異臭がする 道路・歩道が狭くて整備されていない

犬の糞やごみの投げ捨てが多い 景観がよくない

野焼き等の煙・農薬散布等が気になる 水がきれいではない

安全に散歩できる散策路が少ない その他
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問３ あなたの身近な環境において、気にかかる問題がありますか。（いくつでも選択） 

 

【地区別回答割合】 

 

回答数 構成比

350 43.5%

212 26.4%

206 25.6%

204 25.4%

182 22.6%

167 20.8%

105 13.1%

95 11.8%

90 11.2%

68 8.5%

50 6.2%

114 14.2%

61 7.6%

n＝ 804 1,904 －合計

ごみのポイ捨てや不法投棄

自然災害（洪水・土砂災害等）の頻発・激甚
化

食品ロスの問題

川や水路の汚れや臭い

鉄道、自動車や工場、近隣の騒音や振動

自動車の排気ガスや野焼きによる煙などに
よる空気の汚れ

生物の生育・生息場所の減少

農地の減少

プラスチックごみの問題（河川から流出し海
洋汚染につながる問題）

設問項目

景観を損ねる看板や建物

ダイオキシン類や環境ホルモンなどの化学
物質による汚染

その他

無回答

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

43.5%

26.4%

25.6%

25.4%

22.6%

20.8%

13.1%

11.8%

11.2%

8.5%

6.2%

14.2%

7.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

16%

20%

20%

17%

23%

19%

17%

22%

20%

19%

10%

9%

12%

12%

12%

16%

12%

10%

11%

13%

10%

11%

15%

11%

11%

16%

13%

7%

17%

7%

11%

9%

13%

14%

9%

7%

11%

13%

13%

13%

12%

10%

11%

9%

9%

7%

15%

7%

2%

11%

8%

7%

8%

9%

4%

8%

5%

13%

7%

16%

9%

7%

3%

8%

5%

4%

8%

5%
1%

2%

7%

6%

6%

7%

7%

3%

6%

4%

2%

2%

6%

5%

3%

4%

7%

2%

5%

5%

8%

5%

3%

4%

3%

3%

4%

5%

2%

4%

6%

4%

3%

1%

3%

3%

2%

2%

1%

4%

7%

3%

5%

8%

2%

3%

9%

11%

6%

6%

5%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

矢野口

東長沼

大丸

百村

坂浜

平尾

押立

向陽台

長峰

若葉台

ごみのポイ捨てや不法投棄 生物の生育・生息場所の減少
農地の減少 プラスチックごみの問題
自然災害（洪水・土砂災害等）の頻発・激甚化 食品ロスの問題
川や水路の汚れや臭い 鉄道、自動車や工場、近隣の騒音や振動
自動車の排気ガスや野焼きなどによる空気の汚れ 景観を損ねる看板や建物
ダイオキシン類や環境ホルモンなどによる汚染 その他
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問４ 稲城市の環境を守るために、どのような取り組みを進めるべきとお考えですか。 

（２つまで選択） 

 
 

（４）地球温暖化の問題について 

問５ 「2020 年 10 月、政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。」あなたは、このことについてご

存知ですか。（１つ選択） 

 

【年代別回答割合】 

 

回答数 構成比

282 35.1%

217 27.0%

193 24.0%

185 23.0%

131 16.3%

94 11.7%

92 11.4%

68 8.5%

55 6.8%

33 4.1%

63 7.8%

n＝ 804 1,413 －

設問項目

無回答

ごみのポイ捨てや不法投棄の防止活動を進
める
行政と市民が協働で緑や生き物の保全活動
を進める
農地の保全につながる活動（地産地消の推
進、営農ボランティアの養成等）を進める
河川、水路や地下水など水環境の汚染防止
を進める

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

自然保護のための規制や条例を強化する

環境活動を行っている市民団体を支援する

市の自然環境の情報公開を進める

自然保護に関する市民学習会やPRなど、市
民の保護意識を高める

自然や生き物について調査を実施する

その他

合計

35.1%

27.0%

24.0%

23.0%

16.3%

11.7%

11.4%

8.5%

6.8%

4.1%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40%

回答数 構成比

１． 382 47.5%

２． 216 26.9%

３． 130 16.2%

４． 59 7.3%

17 2.1%

n＝ 804 804 100.0%

無回答

知っており、意味も理解している

知っているが、意味を理解していない

知らなかったが、意味は理解できる

設問項目

知らなかったし、意味も理解できない

合計

47.5%26.9%

16.2%

7.3%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

44%

42%

36%

41%

56%

49%

56%

11%

21%

29%

30%

25%

33%

26%

44%

19%

23%

19%

15%

15%

11%

17%

12%

10%

5%

3%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

知っており、意味も理解している 知っているが、意味を理解していない
知らなかったが、意味は理解できる 知らなかったし、意味も理解できない
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問６ 地球温暖化によって、自然界や人間生活に様々な影響が出ることが予測されています。

あなたは、どのようなことが特に問題であると考えますか。（いくつでも選択） 

 

  

回答数 構成比

693 86.2%

528 65.7%

447 55.6%

436 54.2%

405 50.4%

329 40.9%

237 29.5%

20 2.5%

4 0.5%

7 0.9%

12 1.5%

n＝ 804 3,118 －

海面上昇により陸地が減少すること

珊瑚の白化や海洋の環境が悪化すること

マラリアなどの感染症被害が拡大すること

その他

特に影響はないと思う

わからない

設問項目

無回答

合計

大型の台風が増えたり、大雨による洪水や
土砂災害が増えること

穀物などの農作物の収穫量が減ること

気温が上昇し熱中症による患者が増加する
こと

多くの動植物が絶滅するなど生態系が変化
すること

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

86.2%

65.7%

55.6%

54.2%

50.4%

40.9%

29.5%

2.5%

0.5%

0.9%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問７ あなたは、地球温暖化を防止することにつながる環境に配慮した行動として、次のア

～ナの取り組みを行っていますか、または行う予定がありますか。 

（それぞれ１つ選択） 

 

  

各項目の ｎ＝804

環境配慮行動

決められたごみの分別・ごみ出しを行う

買い物時にマイバッグを利用する

照明はこまめに消灯する

冷暖房の適切な温度設定を心がける

テレビなどの家電製品は、不使用時は電源を
切る

食べられるごみ（食品ロス）を出さないように
する

照明をLEDに更新する

４R（リフューズ・リデュース・リユース・リサイク
ル）を心がけ、ごみの減量に努める

家電製品（エアコン、冷蔵庫等）の買い替え時
には、省エネ性能の高い製品を選ぶ

エコドライブ（アイドリングストップ、急加速・急
発進の抑制等）を実践する

できる限りマイカーに乗らずに、徒歩・自転車
や公共交通機関を利用する

断熱性の高い窓（断熱ガラス・二重窓など）に
改修する

エコマーク商品など環境にやさしい商品を購
入するように努める

ベランダや屋上・壁面（緑のカーテンを含む）
の緑化をする

ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド車、
電気自動車などの導入

屋根などに太陽光パネルを設置する

生ごみ処理機（コンポスト容器）を導入する

家庭用燃料電池（エネファーム）を導入する

太陽光パネルで昼間に発電した電力を、夜間
に使えるように蓄電システムを導入する

雨水タンクを導入する

家庭用エネルギー管理システム（HEMS）を導
入する

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

96.1%

92.5%

86.2%

86.1%

75.6%

71.6%

66.7%

62.8%

61.9%

55.5%

47.0%

24.6%

22.0%

19.7%

14.1%

6.5%

6.2%

5.8%

2.7%

2.6%

1.9%

1.7%

2.7%

9.6%

9.7%

17.5%

24.1%

26.9%

27.6%

29.6%

18.9%

22.9%

23.6%

50.9%

26.2%

33.5%

12.1%

19.9%

14.2%

14.9%

14.8%

13.2%

2.0%

1.1%

1.2%

3.4%
0.9%

1.6%

1.5%

1.4%

3.6%

16.2%

24.1%

10.0%

33.1%

21.3%

48.3%

40.4%

34.2%

44.9%

42.5%

34.7%

0.2%

0.7%

0.7%

1.1%
0.7%

1.1%

2.4%

4.6%

4.6%

13.1%

11.4%

24.3%

14.2%

16.4%

26.0%

29.6%

29.4%

41.4%

33.1%

36.2%

46.1%

1.9%

2.0%

2.4%

1.9%

2.7%

2.2%

2.5%

3.5%

2.5%

9.0%

2.5%

3.4%

3.0%

4.6%

5.2%

3.6%

4.1%

4.4%

4.4%

3.9%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 今後実施したい 今後も実施しない
わからない 無回答
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【地区別回答割合】 

 

■太陽光パネルの設置 

 

 

■雨水タンクの導入 

 

 

■生ごみ処理機の導入 

 

11%

4%

3%

8%

8%

7%

6%

9%

9%

4%

17%

14%

9%

5%

19%

13%

22%

10%

6%

8%

44%

49%

57%

56%

42%

52%

34%

54%

47%

57%

28%

33%

31%

31%

31%

28%

38%

28%

38%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

矢野口

東長沼

大丸

百村

坂浜

平尾

押立

向陽台

長峰

若葉台

実施している 今後実施したい 今後も実施しない わからない

4%

3%

4%

4%

2%

6%

2%

16%

15%

16%

13%

27%

21%

24%

10%

12%

9%

42%

41%

50%

49%

38%

42%

39%

52%

29%

49%

38%

42%

30%

38%

35%

33%

37%

36%

53%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

矢野口

東長沼

大丸

百村

坂浜

平尾

押立

向陽台

長峰

若葉台

実施している 今後実施したい 今後も実施しない わからない

5%

9%

4%

8%

12%

8%

8%

2%

9%

27%

16%

26%

15%

42%

20%

24%

16%

18%

14%

39%

42%

47%

36%

27%

42%

34%

49%

41%

49%

29%

33%

23%

41%

19%

30%

34%

32%

41%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

矢野口

東長沼

大丸

百村

坂浜

平尾

押立

向陽台

長峰

若葉台

実施している 今後実施したい 今後も実施しない わからない
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問８ あなたは、「リサイクル」や「省エネ」を進める上で、地域や市全体においてどんな取

り組みを重点的に行なうべきだと思いますか。（２つまで選択） 

 
 

（５）環境活動への参加について 

問９ 環境活動へ参加してみたいと思いますか。（１つ選択） 

 

【年代別回答割合】 

 

回答数 構成比

304 37.8%

297 36.9%

218 27.1%

203 25.2%

143 17.8%

136 16.9%

117 14.6%

27 3.4%

48 6.0%

n＝ 804 1,493 －

設問項目

無回答

合計

ごみの分別収集を強化し、資源の再利用を
図る
一人ひとりが節水、節電などに積極的に取り
組む
太陽光発電や風力発電などの自然エネル
ギーの利用を進める
企業や商店などが再利用できる廃品の回収
を積極的に進める
企業や工場などが環境にやさしい商品の開
発に積極的に取り組む
正しいリサイクルや省エネの方法を市広報紙
や市ホームページなどで紹介する
自治会などが古紙、空きビンなどの有価物
の廃品回収を積極的に進める

その他

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

37.8%

36.9%

27.1%

25.2%

17.8%

16.9%

14.6%

3.4%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40%

回答数 構成比

１． 20 2.5%

２． 200 24.9%

３． 339 42.2%

４． 23 2.9%

５． 191 23.8%

31 3.9%

n＝ 804 804 100.0%

設問項目

無回答

ぜひ参加してみたい

時間や都合があえば参加してみたい

活動内容によっては参加してみたい

既に参加している

参加したいとは思わない

合計

2.5%

24.9%

42.2%

2.9%

23.8%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

13%

4%

5%

4%

2%

2%

1%

25%

33%

27%

23%

27%

27%

24%

38%

31%

44%

44%

49%

50%

39%

2%

4%

2%

6%

25%

31%

24%

26%

18%

19%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

ぜひ参加してみたい 時間や都合があえば参加してみたい

活動内容によっては参加してみたい 既に参加している

参加したいとは思わない
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問 10 問９で「参加してみたい・参加している活動」の分野について（「１」・「２」・「３」・

「４」を選択した方）、「参加したくない」その理由について（「５」を選択した方）、そ

れぞれお答えください。 

■参加してみたい・参加している活動の分野（１つ選択） 

 

【年代別回答割合】 

 

【地区別回答割合】 

 

回答数 構成比

120 20.6%

98 16.8%

94 16.2%

90 15.5%

80 13.7%

35 6.0%

7 1.2%

58 10.0%

n＝ 582 582 100.0%

設問項目

無回答

合計

※構成比はnを分母として計算　（n：問９で「１」「２」「３」「４」を選択した方）

美しい街並みづくり

営農されなくなった農地の保全・活用

森林・里山の保全

公園などの清掃

道路や公園の草花の植栽

史跡の保全

その他

20.6%

16.8%

16.2%

15.5%

13.7%

6.0%

1.2%

10.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

16%

17%

19%

21%

13%

20%

33%

19%

19%

10%

15%

18%

23%

16%

11%

15%

14%

18%

18%

33%

31%

16%

23%

24%

26%

22%

17%

4%

2%

8%

5%

13%

17%

19%

30%

31%

18%

19%

4%

3%

1%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

森林・里山の保全 公園などの清掃
道路や公園の草花の植栽 美しい街並みづくり
史跡の保全 営農されなくなった農地の保全・活用
その他

17%

16%

16%

25%

16%

25%

19%

13%

8%

25%

18%

22%

16%

17%

5%

7%

22%

18%

12%

22%

15%

18%

14%
8%

16%

18%

19%

13%

12%

16%

26%

20%

14%

29%
21%

28%

19%

28%

31%
17%

7%

5%

6%

4%

5%

7%

8%

7%

15%

6%

16%

18%

31%

8%

37%

16%

11%

21%

23%

14%

1%

1%

4%

8%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

矢野口

東長沼

大丸

百村

坂浜

平尾

押立

向陽台

長峰

若葉台

森林・里山の保全 公園などの清掃
道路や公園の草花の植栽 美しい街並みづくり
史跡の保全 営農されなくなった農地の保全・活用
その他
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■参加したくない理由（１つ選択） 

 

【年代別回答割合】 

 

 

問 11 環境問題の中で興味があり、知識をもっと得たいと思う分野はありますか。（２つま

で選択） 

 

回答数 構成比

73 38.2%

59 30.9%

22 11.5%

8 4.2%

6 3.1%

11 5.8%

12 6.3%

n＝ 191 191 100.0%

設問項目

無回答

一緒に参加する人がいない

どんな活動があるか知らない

その他

合計

※構成比はnを分母として計算　（n：問９で「５」を選択した方）

体力的に難しい

時間がとれない

興味がない

38.2%

30.9%

11.5%

4.2%

3.1%

5.8%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

50%

63%

52%

55%

38%

25%

5%

50%

19%

27%

50%

82%

6%

9%

3%

4%

4%

13%

6%

8%

4%

2%

19%

39%

10%

15%

4%

4%

6%

8%

13%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

時間がとれない 体力的に難しい どんな活動があるか知らない
一緒に参加する人がいない 興味がない その他

回答数 構成比

299 37.2%

228 28.4%

168 20.9%

124 15.4%

124 15.4%

114 14.2%

109 13.6%

100 12.4%

54 6.7%

29 3.6%

8 1.0%

52 6.5%

n＝ 804 1,409 －

設問項目

合計

地球温暖化

自然環境

食品ロス

脱炭素（再生可能エネルギー含む）

その他

無回答

農業

ごみの分別・処理

生物多様性

プラスチックごみ

公害（大気汚染・水質汚濁等）

特に得たいと思わない

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

37.2%

28.4%

20.9%

15.4%

15.4%

14.2%

13.6%

12.4%

6.7%

3.6%

1.0%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40%
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問 12 あなたを含め、様々な市民が環境づくりに参加するためには、行政はどのようなこと

を重点的に取り組むべきだと思いますか。（２つまで選択） 

 

 

（６）今後の稲城市の環境行政のあり方について 

問 13 稲城市の環境を守り、改善していくための役割分担についてお伺いします。 

（１つ選択） 

 

  

回答数 構成比

386 48.0%

344 42.8%

187 23.3%

156 19.4%

116 14.4%

107 13.3%

32 4.0%

44 5.5%

n＝ 804 1,372 －

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

設問項目

無回答

合計

市の環境の状況や環境問題に関する情報
公開を進める
自主的に環境問題に取り組む企業や組織、
サークル等を行政が積極的に支援する
自治会や子ども会が行なう美化運動などの
活動を活発にする
市民が集まったり、活動できる場を行政が用
意する

環境活動のリーダーとなる人材を育成する

環境問題に関する講演会や学習講座を開く

その他

48.0%

42.8%

23.3%

19.4%

14.4%

13.3%

4.0%

5.5%

0% 20% 40% 60%

回答数 構成比

401 49.9%

202 25.1%

99 12.3%

60 7.5%

6 0.7%

36 4.5%

n＝ 804 804 100.0%

無回答

設問項目

合計

市民、事業者、行政がそれぞれの責任を果
たすとともに、三者が協力しながら行動する
行政が主体となって行動し、市民や事業者
は協力する
市民や事業者が主体となって行動し、行政
はその支援をする
環境に負荷を与えている個人や事業者が責
任を持って行動する

その他

49.9%

25.1%

12.3%

7.5%

0.7%

4.5%

0% 20% 40% 60%
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問 14 稲城市が行なう様々な環境行政施策の中で、特に優先して取り組むべき施策は、何だ

とお考えですか。（３つまで選択） 

 

 

  

回答数 構成比

235 29.2%

218 27.1%

194 24.1%

190 23.6%

186 23.1%

128 15.9%

121 15.0%

108 13.4%

106 13.2%

95 11.8%

87 10.8%

79 9.8%

79 9.8%

77 9.6%

56 7.0%

54 6.7%

51 6.3%

47 5.8%

38 4.7%

17 2.1%

33 4.1%

n＝ 804 2,199 －

設問項目

無回答

環境に関する情報提供を充実する

ダイオキシン類や環境ホルモンなどの情報を
収集し、市民に公開する

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

合計

緑や生き物の保護を進める

地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効
果ガスを出さない取り組みの普及・啓発を進める

太陽光発電など自然エネルギーを活用した
設備の普及を推進する

開発事業に対する規制を強化し、乱開発を
防止する

自然とふれあえる公園やまちの緑化を推進
する

河川や水路の水質浄化や汚染防止を進める

ごみの不法投棄に対する監視を充実する

農地の保全を推進する

プラスチックごみの削減を推進する

食品ロス削減の取り組みを推進する

地産地消を推進する

家庭における生ごみ処理機の導入に対する
助成を行う

環境教育・環境学習を推進する

環境保全やリサイクルに自主的に取り組んでいる
市民団体や消費者団体への支援を充実する

公用車の低燃費自動車化（電気自動車等）
を推進する

店舗や工場、事業者からの汚染に対する監
視を充実する

その他

ごみの４Ｒを推進する

29.2%

27.1%

24.1%

23.6%

23.1%

15.9%

15.0%

13.4%

13.2%

11.8%

10.8%

9.8%

9.8%

9.6%

7.0%

6.7%

6.3%

5.8%

4.7%

2.1%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40%
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２．事業者アンケート調査 

（１）アンケート調査の概要 

○調査対象：商工会名簿の中から無作為に抽出した 200社の事業者 

○調査方法：調査票を対象事業者に郵送し、郵送による回収 

○回 答 数：86通（43.0％）   

※回答欄に無記入のものは無回答として集計した。また、単一回答カ所に複数の回答を記入した

場合などの無効回答についても、無回答に含めて集計した。 

 

（２）事業者の属性 

■業種 

 

 

■事業形態 

 

回答数 構成比

１． 1 1.2%

２． 21 24.4%

３． 15 17.4%

４． 2 2.3%

５． 2 2.3%

６． 3 3.5%

７． 8 9.3%

８． 1 1.2%

９． 6 7.0%

１０． 1 1.2%

１１． 18 20.9%

１２． 6 7.0%

2 2.3%

86 86 100.0%

運輸業

卸売業・小売業

金融・保険業

不動産業

宿泊・飲食業

サービス業

設問項目

農林水産業

建設業

製造業

電気・ガス・水道・熱供給業

情報通信業

その他

無回答

合計　　　　　　ｎ＝

1.2%

24.4%

17.4%

2.3%

2.3%

3.5%

9.3%

1.2%

7.0%

1.2%

20.9%

7.0%

2.3%

0% 10% 20% 30%

回答数 構成比

１． 29 33.7%

２． 18 20.9%

３． 11 12.8%

４． 9 10.5%

５． 12 14.0%

６． 2 2.3%

７． 3 3.5%

2 2.3%

86 86 100.0%

無回答

事務所

事務所（住居併用）

店舗

設問項目

店舗（住居併用）

工場

工場（住居併用）

その他

合計　　　　　　ｎ＝

33.7%

20.9%

12.8%

10.5%

14.0%

2.3%

3.5%

2.3%

0% 10% 20% 30% 40%
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■事業所全体の従業員数 

 

（３）環境に配慮した取り組みについて 

問１ 貴事業所内での環境に配慮した行動として、次の取り組みを行っていますか、または

行う予定がありますか。（それぞれ１つ選択） 

 

回答数 構成比

１． 46 53.5%

２． 11 12.8%

３． 8 9.3%

４． 6 7.0%

５． 8 9.3%

６． 1 1.2%

７． 4 4.7%

８． 1 1.2%

９． 1 1.2%

0 0.0%

86 86 100.0%

無回答

50～99人

100～199人

200～299人

300人以上

合計　　　　　　ｎ＝

１～４人

５～９人

10～19人

20～29人

30～49人

設問項目

53.5%

12.8%

9.3%

7.0%

9.3%

1.2%

4.7%

1.2%

1.2%

0.0%

0% 20% 40% 60%

各項目のｎ＝86

環境配慮行動

廃棄物の適正処理

不必要な照明の消灯、冷暖房の省エネ運転
等、事業活動における省エネの実践

省資源化や廃棄物の発生抑制・再資源化

プラスチックごみの削減

節水対策の実施

再生品、再生紙等の環境保全型製品の優先
的な購入（グリーン購入）

騒音・振動・悪臭の低減、発生抑制

食品ロスの削減

排気・排水処理施設の整備と管理体制の確
立

敷地内の緑化や屋上緑化、壁面緑化

化学物質の使用量の管理

地域の環境保全活動に企業として参加・協力

ISO14001やエコアクション21など環境マネジ
メントシステムの導入・運用

環境保全に関する従業員研修の実施

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

92.9%

89.4%

67.9%

57.1%

51.2%

45.8%

45.1%

39.8%

37.3%

33.7%

27.7%

23.2%

11.0%

11.0%

3.6%

8.2%

19.0%

28.6%

14.6%

36.1%

14.6%

10.8%

12.0%

20.5%

8.4%

51.2%

24.4%

35.4%

1.2%

1.2%

4.8%

2.4%

3.7%

3.6%

1.2%

2.4%

1.2%

13.3%

2.4%

6.1%

19.5%

20.7%

2.4%

1.2%

8.3%

11.9%

30.5%

14.5%

39.0%

47.0%

49.4%

32.5%

61.4%

19.5%

45.1%

32.9%

1.2%

1.2%

1.2%

3.5%

2.3%

3.5%

2.3%

2.3%

2.3%

2.3%

3.5%

3.5%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 今後実施したい 今後も実施しない

わからない 無回答
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問２ 問１の環境に配慮した取り組みを実施する上での課題・問題点は何でしょうか。 

（２つまで選択） 

 

 

問３ 住民または行政等と協働した地域での環境保全活動として、次のア～コの取り組みを

行っていますか、または行う予定がありますか。（それぞれ１つ選択） 

 

  

回答数 構成比

28 32.6%

27 31.4%

18 20.9%

13 15.1%

7 8.1%

2 2.3%

3 3.5%

26 30.2%

5 5.8%

ｎ＝ 86 129 －合計

環境に配慮した取り組みに関する知識や情報
が不足している

環境対策のためにコストがかかる

環境に配慮した取り組みは手間や時間がかか
る
事業所内に環境に配慮した取り組みを推進する
体制ができない
従業員の環境配慮意識の向上や意思統一を図
るのが難しい
環境に配慮した取り組みに関して取引先や顧
客の理解が得られない

その他

特に課題・問題はない

設問項目

無回答

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

32.6%

31.4%

20.9%

15.1%

8.1%

2.3%

3.5%

30.2%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40%

各項目のｎ＝86

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

子どもの体験活動への協力

従業員が行うボランティア活動への支援

環境教育・環境学習の開催

地域のごみの減量化やリサイクル活動

地元農産物の普及、地産地消の取り組み

道路や公園の緑化や景観づくり

森林や河川の自然環境を保全する活動

顧客や消費者への省エネや再生可能エネル
ギーの啓発

環境保全活動

地域の清掃・美化活動 46.4%

38.6%

21.0%

15.9%

15.9%

13.4%

7.2%

7.2%

6.1%

34.5%

38.6%

34.6%

37.8%

39.0%

34.1%

36.1%

37.3%

37.8%

2.4%

3.6%

8.6%

6.1%

8.5%

9.8%

8.4%

9.6%

13.4%

16.7%

19.3%

35.8%

40.2%

36.6%

42.7%

48.2%

45.8%

42.7%

1.2%

2.3%

4.7%

3.5%

3.5%

3.5%

2.3%

2.3%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 今後実施したい
今後も実施しない わからない
無回答
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問４ 仮に貴事業所が、問１の環境配慮や問３の保全活動に取り組んでいる、または今後取

り組むとした場合、事業所におけるメリット（利点）として、何を期待しますか。 

（いくつでも選択） 

 

（４）省エネ・再生可能エネルギーに関する導入について 

問５ 貴事業所では、次のア～シのような省エネ・再生可能エネルギーに関する導入等を行

っていますか。（それぞれ１つ選択） 

 

回答数 構成比

47 54.7%

30 34.9%

25 29.1%

22 25.6%

18 20.9%

7 8.1%

3 3.5%

3 3.5%

13 15.1%

ｎ＝ 86 168 －

その他

無回答

行政や地域住民との良好な関係の維持につな
がる
社会貢献をすることにより、企業のイメージが高
まる

環境に関する法規制の遵守（コンプライアンス）

生産性の向上や経費削減につながる

顧客や取引先のニーズに応えることができる

社員の労働意欲向上につながる

事業開拓や技術・製品開発につながる

設問項目

合計

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

54.7%
34.9%

29.1%

25.6%

20.9%

8.1%

3.5%

3.5%

15.1%

0% 20% 40% 60%

各項目のｎ＝86

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

太陽光発電設備の導入

再生可能エネルギー由来の電力の調達

蓄電システムの導入

太陽熱利用設備の導入

事業所のエネルギー管理システム（BEMS）の導入

高効率空調機の導入

窓の断熱（断熱シート、断熱ガラス、二重窓など）の
導入

電力モニターやデマンドコントロール等の機器（電
力使用量の見える化機器）の導入

省エネルギー診断の受診

プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電
池自動車などの導入

省エネ・再生可能エネルギーに関する導入

ＬＥＤ照明の導入 70.9%

28.2%

26.6%

12.8%

10.7%

9.0%

6.4%

3.8%

2.6%

1.3%

24.1%

25.6%

24.1%

21.8%

17.3%

34.6%

21.8%

24.4%

24.7%

25.6%

18.2%

2.5%

14.1%

22.8%

19.2%

24.0%

20.5%

39.7%

25.6%

31.2%

32.1%

22.1%

2.5%

32.1%

26.6%

46.2%

48.0%

35.9%

32.1%

46.2%

41.6%

41.0%

59.7%

7.0%

8.1%

7.0%

8.1%

11.6%

8.1%

8.1%

8.1%

9.3%

8.1%

9.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施している 今後実施したい 今後も実施しない
わからない 無回答
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問６ 問５のア～シのような、省エネ・再生可能エネルギーに関する導入をする上での課題・

問題点は何でしょうか。（２つまで選択） 

 

 

（５）環境行政に対する期待（要望）について 

問７ 貴事業所が環境配慮に取り組むにあたって、行政に対してどのようなことを期待（要

望）しますか。（２つまで選択） 

 

  

回答数 構成比

43 50.0%

21 24.4%

20 23.3%

6 7.0%

4 4.7%

10 11.6%

16 18.6%

13 15.1%

ｎ＝ 86 133 －

導入するメリットがよくわからない

導入できる場所や施設がない

導入に際しての助成制度がない

導入するにあたっての相談窓口がない

その他

特に課題・問題はない

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

合計

設問項目

無回答

導入の効果に比べて費用が高い 50.0%

24.4%

23.3%

7.0%

4.7%

11.6%

18.6%

15.1%

0% 20% 40% 60%

回答数 構成比

32 37.2%

18 20.9%

14 16.3%

12 14.0%

9 10.5%

8 9.3%

5 5.8%

5 5.8%

2 2.3%

17 19.8%

11 12.8%

ｎ＝ 86 133 －

※構成比はnを分母として計算　（n：アンケートの回答者数）

合計

環境に配慮した設備改善や再生エネルギー導
入のための支援

電気自動車や燃料電池車などの次世代自動車
導入のための支援

環境保全活動における住民や行政の協力体制
の整備

環境配慮の取り組みに関する相談窓口、人材
の紹介

環境配慮の取り組みに関する講演や研修会の
開催

環境保全活動における公的施設の利用

環境配慮の取り組みに対して積極的に取り組
んでいる事業所のＰＲや表彰

環境配慮に取り組む事業者間のネットワークづ
くり

その他

特にない

設問項目

無回答

37.2%
20.9%

16.3%

14.0%

10.5%

9.3%

5.8%

5.8%

2.3%

19.8%

12.8%

0% 10% 20% 30% 40%
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資料７．用語解説 

 

アスベスト（石綿） 

天然に存在する繊維状の鉱物で、「せきめ

ん」、「いしわた」と呼ばれている。軟らか

く、耐熱・耐摩耗性に優れているため、ボイ

ラー配管の被覆、自動車のブレーキパッド、

建築材などに広く利用されたが、繊維が飛び

散り、人が吸い込むことで肺がんや悪性中皮

腫の原因になることが明らかになり、現在は

原則として石綿を含む製品の輸入・製造・使

用等が禁止されており、労働安全衛生法や大

気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律などで予防や飛散防止等が図られて

いる。 

 

アダプト制度・アダプト団体 

市が管理する道路・水路・公園・緑地など

の公共施設を、市民の皆さんが義務的活動で

はなく自らの活動と責任で、市と協働で管理

する制度。稲城市では、平成 14 年８月にア

ダプト制度（稲城市公共施設アダプト制度）

がスタートした。 

 アダプト制度による緑化・美化・清掃活動

などを通じて、公共施設への愛護心、地域環

境の向上、地域コミュニティの形成が図れる

と考えており、従来、公共施設は行政が管理

するというシステムであったが、市民の皆さ

んが主体となった管理を行うことにより、地

域の特性にあった管理や公共施設の有効活

用などが可能となる。 

 

生垣造成補助 

市では、街並み景観の向上や地震時のブロ

ック塀などの倒壊による災害の発生を防止

するため、道路に接する部分の緑化を推進し

ており、その一環として、生垣を造ったり、

生垣を造るために既存ブロック塀を撤去し

たりする場合、造成費の一部を補助している。 

 

一般廃棄物 

産業廃棄物以外の全ての廃棄物であり、具

体的には家庭から排出される生ごみや粗大

ごみ、オフィスから排出される紙くずなどが

挙げられる。 

 

稲城市一般廃棄物処理基本計画 

 一般廃棄物について計画的かつ適正な処

理を行うために市町村により策定される計

画。 

循環型社会の形成を目的に、一般廃棄物の

処理・処分の分野における諸施策を長期的な

展望にたって体系化し、現状と課題・基本目

標・施策及び計画事業を明らかにし、一般廃

棄物処理行政の長期的・総合的な運営の指針

としている。 

 

エコスクール 

環境に配慮した学校施設や、環境に配慮し

た活動に取り組む学校などを指す。 

 

エコドライブ 

急発進や急加速、空ぶかしを避けるなど燃

料の無駄の少ない運転を心がけることや、相

乗りの習慣など、省エネルギーと排気ガス削

減に役立つ運転のこと。 

 

エコファーマー認定 

 「エコファーマー」とは、「持続性の高い

農業生産方式の導入の促進に関する法律」に

もとづき、たい肥等を使った土づくりと化学

肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う

農業者の愛称。環境保全型農業に取り組む農

業者を支援するため、持続性の高い生産方式

を導入する計画を立てた農業者を、都知事が

エコファーマーとして認定する。 

 

ア 行 
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温室効果ガス 

大気中に含まれる二酸化炭素やメタンな

どのガスの総称のことであり、太陽から放出

される熱を地球に閉じ込めて、地表を温める

働きがある。「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」で定められている温室効果ガスは、

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイド

ロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、

六フッ化硫黄、三フッ化窒素の７つである。 

 

 

海洋プラスチックごみ問題 

プラスチックごみが海洋に行き着くこと

で発生する問題のこと。プラスチックが持つ

分解されずに長持ちする性質から、海に流れ

ると、海洋生物の生態系に悪い影響を与える

こととなる。 

 

外来種・外来生物 

外来種とは、国境にかかわらず、導入（直

接・間接を問わず人為的に、過去あるいは現

在の自然分布域外へ移動させること）によ

りその自然分布域（その生物が本来有する

能力で移動できる範囲により定まる地域）

の外に生育又は生息する生物種（分類学的

に異なる集団とされる、亜種、変種を含む）

のことであり、在来の野生生物などの減少

や絶滅を引き起こす恐れがあり、生物多様

性への影響が生じている。 

また、「特定外来生物による生態系等に係

る被害の防止に関する法律」により、問題を

引き起こす海外起源の外来生物を「特定外

来生物」として指定し、その飼養、栽培、保

管、運搬、輸入といった取り扱いを規制し、

防除等を行うこととしている。 

 

合併浄化槽 

し尿と台所や風呂からでる雑排水を合わ

せて処理する浄化槽。し尿だけを処理する単

独処理浄化槽に比べると、河川の水質に与え

る影響をおよそ１/９に減らすことができる。 

 

環境基準 

環境基本法により、国が定める「大気の汚

染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る

環境上の条件について、それぞれ、人の健康

を保護し、及び生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい」とする基準のこと。 

 

環境教育 

 人間活動による自然破壊や環境への負荷

が問題となっている現代において、環境の重

要さを認識するとともに、環境を保全するた

めの行動が必要であるという意識を広げて

いくことを目的として、学校、家庭、企業等

を通じて行う教育のこと。 

 

環境配慮指針 

 環境の保全や創造に取り組む上で、配慮す

べき基本的な内容や方向のこと。 

 

環境パートナーシップ 

 住民や民間の団体が主体となって、相互の

環境コミュニケーションを深めつつ、事業者

や行政と密接な連携を図りながら、連携・協

働して地域の環境を改善・創造していくこと。 

 

環境への負荷 

 人が環境に与える負担のこと。単独では環

境への悪影響を及ぼさないが、集積すること

で悪影響を及ぼすものも含む。環境基本法で

は、環境への負荷を「人の活動により、環境

に加えられる影響であって、環境の保全上の

支障の原因となるおそれのあるものをいう。」

としている。 

工場からの排水・排煙、家庭からの排水、

ごみの排出、自動車の排出ガスなど、通常の

事業活動や日常生活のあらゆる場面で環境

への負荷が生じている。 

カ 行 
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環境保全型農業 

 農業の持つ物質循環機能を活かし、生産性

との調和などに留意しつつ、土づくり等を通

じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷

の軽減に配慮した農業。 

 

環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 

 環境に関する経営方針・計画を立て、実

施し、点検し、是正するというサイクルを

体系的・継続的に実行していくことによ

り、企業等の組織が環境に与える影響を改

善するための仕組みのこと。環境マネジメ

ントシステムの代表的なものとして、国際

標準化機構(International Organization 

for Standardization）が定めた国際規格

ISO14001がある。 

 

カーボンニュートラル 

炭素の意味である「カーボン」を「ニュー

トラル（中立）」の状態にするという表現で

あるが、「温室効果ガスの排出を実質ゼロに

する」ことを意味する。温室効果ガスの排出

量を完全にゼロにすることは現実的に難し

いため、排出量から吸収または除去した量を

差し引いて、全体としてプラスマイナスでゼ

ロにするという考え方である。 

 

クールビズ 

 地球温暖化防止の一環として、夏のオフィ

スの冷房設定温度を省エネ温度の28℃にし、

それに応じて軽装化するビジネススタイル

のこと。 

 

グリーン成長戦略 

「環境に配慮することが経済成長へ繋が

る」ことを実現するための政策。 

 

グリーンマーク 

古紙を原料に再生利用した製品のための

目印。環境ラベリング制度の一つ。古紙の利

用を拡大し、紙のリサイクルの促進を図るこ

とを目的としている。 

 

公害 

 環境保全上の支障のうち、事業活動その他

の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒

音、振動、地盤の沈下および悪臭によって、

人の健康または生活環境に係る被害が生ず

ることをいう。なお、環境基本法で公害とし

て定義されている大気汚染、水質汚濁、土壌

汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭は典型七

公害と呼ばれる。 

 

光化学オキシダント、光化学スモッグ 

 光化学オキシダントとは、工場や自動車か

ら排出される窒素酸化物及び揮発性有機化

合物（ＶＯＣ）を主体とする一次汚染物質が、

太陽光線の照射を受けて光化学反応を起こ

すことにより発生する二次的な汚染物質の

こと。また、光化学オキシダントや視程の低

下を招く粒子状物質（エアロゾル）を生成す

る現象、あるいはこれらの物質からできたス

モッグ状態のことを光化学スモッグという。 

大気汚染防止法では、「大気の汚染が著し

くなり、人の健康または生活環境に係る被害

が生ずるおそれがある場合、政令で定める場

合」について、光化学オキシダントの注意報・

警報の発令を規定している。 

 

公共下水道 

快適な生活環境の確保と川や海などの水

質の保全を図るため、生活排水や産業活動な

どにより生じた汚水を受け入れ、処理した後

再び川や海へ戻したり、まちに降った雨など

を雨水管により川や海にすばやく排水する

など水循環システムを健全に保つ施設。 
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再生可能エネルギー 

太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、

地熱などのエネルギーで、一度利用しても比

較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇

しないもの。 

 

里山 

人の働きかけを通じて維持管理されてき

た集落を取り巻く二次林のこと。人と自然が

共生することで、雑木林特有の生態系を形成

しており、生物多様性の高さが評価されてい

る。 

 

自然環境保全地域  

自然環境保全法及び都道府県条例に基づ

き、自然環境の保全や生物の多様性の確保の

ために指定された地域。ほとんど人の手の加

わっていない原生の状態が保たれている地

域や優れた自然環境を維持している地域が

指定される。 

 

持続可能な社会  

健全で恵み豊かな環境が地球規模から身

近な地域まで保全されるとともに、それらを

通じて人々が幸せを実感できる生活を享受

でき、将来世代にも継承することができる社

会。 

 

循環型社会 

従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄型

社会」に代わり、生産から流通、消費、廃棄

に至るまで物質の効率的な利用やリサイク

ルを進めることにより、天然資源の消費量を

減らして、環境負荷をできるだけ少なくした

社会のこと。 

 

省エネルギー 

石油・ガス・電力など、産業や生活におけ

る資源・エネルギーを効率的に利用すること。 

 

食品ロス 

本来食べられるのに捨てられてしまう食

品のこと。 

 

水質汚濁 

 人間の生活様式の変化や産業の発達によ

り、有機物や有害物質が河川、湖沼、海洋等

に排出され水質が汚濁すること。発生源は、

生活排水、工場排水の他、農業や牧畜排水、

大気汚染の降雨による水質汚染などがある。 

 

スイングスプリンクラー 

樹下から農薬や水を散布するスプリンク

ラー。風の影響が少なく、樹冠各部、葉の裏

表にまんべんなく農薬を付着させ、高い防除

効果を発揮し、農地周辺への影響を最小限に

食い止めることも期待できる。 

 

生産緑地 

市街化区域内の農地で、良好な生活環境の

確保に効用があり、一定の要件を満たした農

地を指定する。生産緑地に指定されると、一

定期間、農地として管理する義務を負う一方、

税の軽減措置が受けられる。 

 

生態系 

食物連鎖などの生物間の相互関係と、ある

空間に生きている生物とそれを取り巻く無

機的環境の間の相互関係を総合的に捉えた

生物社会のまとまりを示す概念。 

生態系は、野生生物及び人類の生存を支え

る基盤であり、生命循環をつくりだしており、

その捉え方は、森林、草原、湿原、湖、河川

などのひとまとまりから、地球という巨大な

空間まで様々である。 

 

生物相 

特定の地域に生育・生息する生物の種類組

サ 行 
 



140 

 

成。「植物相」（特定の地域に生育する植物の

種類組成）と「動物相」（特定の地域に生息

する動物の種類組成）を合わせた概念。より

広義には、「微生物相」（特定の地域にいる微

生物の種類組成）を加えることもある。 

 

生物多様性 

地球上の生物とその生育・生息環境の多様

さを表す概念。生物の豊かさ（多様性）を、

生物の種、生物が生活する環境（生態系）、生

物の遺伝子の３つの段階からとらえている。 

 

生物多様性国家戦略 

生物多様性国家戦略は、生物多様性基本法

第 11条の規定に基づき、生物多様性の保全

及び持続可能な利用に関する基本的な計画

として、政府が策定する計画。 

 

ゼロエミッション  

産業活動が廃棄物、排水、排気などの排出

物を出すことを当たり前とする産業構造を、

全ての物が利用される資源循環型に転換す

ること。 

 

ゼロカーボン 

企業や家庭などから排出される二酸化炭

素（カーボン）などの温室効果ガスを削減し、

削減しきれない排出量を森林の吸収分と相

殺して、実質的に排出量をゼロにすること。 

 

ゼロカーボンシティ 

令和 32（2050）年に二酸化炭素排出量を実

質ゼロにすることを表明した自治体のこと。 

 

 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンとポ

リ塩化ジベンゾフランの総称。ＰＣＢと同じ

く塩素のつく位置や数により、多くの種類が

あり、種類によって毒性が異なる。化学物質

の製造や燃焼、ごみの焼却などに伴って発生

し、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく

環境基準などが設定されている。 

 

大気汚染 

 人間の経済・社会活動に伴う化石燃料の燃

焼、金属冶金、化学工業品製造工程などから

排出される汚染物質及び火山の爆発などの

自然現象に伴って排出される汚染物質によ

り大気が汚染されること。 

 

太陽光発電 

シリコンなどの半導体で作られた太陽電

池を使い、太陽の光エネルギーを吸収して直

接電気に変換する発電方式。枯渇の心配がな

く、発電の際の二酸化炭素の排出がない。 

 

脱炭素社会 

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの

排出量の実質ゼロを目指す社会のこと。 

 

地域循環共生圏 

 各地域が美しい自然景観等の地域資源を

最大限活用しながら自立・分散型の社会を形

成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し

支え合うことにより、地域の活力が最大限に

発揮されることを目指す考え方。 

 

地球温暖化 

 物の燃焼に伴ってできる二酸化炭素など

は、赤外線を吸収して空気中の熱を保つ効果

があるため、温室効果ガスと呼ばれている｡

このような温室効果ガスの大気中の濃度が

高くなることにより、地表面の気温が地球規

模で上昇すること。 

 

地産地消 

地域で生産された物（食品、農産物）を地

域で消費すること。また、地域で必要とする
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物は地域で生産すること。物を遠方から輸送

する際のエネルギー（フード・マイレージ）

の削減につながるという視点からも注目さ

れている。 

 

低燃費・低公害車 

窒素酸化物（ＮＯx）や粒子状物質（ＰＭ）

等の大気汚染物質の排出が少ない、または全

く排出しない、燃費性能が優れているなどの

環境性能に優れた自動車。 

 

電気自動車（ＥＶ） 

電気エネルギーで走行する自動車のこと

で、動力装置は電気モーター、バッテリー、

パワーコントロールユニット（動力制御装置）

から構成される。走行中にまったく排気ガス

を出さず騒音も少ない。 

 

都市計画マスタープラン 

 都市計画法により規定された「市町村の都

市計画に関する基本的な方針」のことであり、

地域社会共有の身近な都市空間を重視した

まちづくりに向けて、都市計画の観点からま

ちづくりの基本的な方針をあらわすもの。 

 

土壌汚染 

 土壌が人間にとって有害な物質によって

汚染された状態。原因としては、工場の操業

に伴い、原料として用いる有害な物質を不適

切に取り扱ったり、有害な物質を含む液体を

地下に浸み込ませてしまったりすることな

どが考えられる。また、土壌汚染の中には、

人間の活動に伴って生じた汚染だけではな

く、自然由来で汚染されているものも含まれ

る。 

 

 

二酸化炭素（ＣＯ２） 

炭素化合物の燃焼や生物の呼吸により生

成される無色無臭の気体であり、炭酸ガスと

も呼ばれる。現在の大気中には約 0.03％含

まれているが、化石燃料の大量消費などエネ

ルギー起源による二酸化炭素の大量排出に

より、ここ数十年の間に大気中濃度が急速に

高まっており、数ある環境問題の中でももっ

とも根深く、かつ解決が困難な地球温暖化問

題の原因となっている。 

 

二酸化窒素（ＮＯ２） 

 窒素の酸化物で赤褐色の気体。代表的な大

気汚染物質である。発生源はボイラーなどの

「固定発生源」や自動車などの「移動発生源」

のような燃焼過程、硝酸製造等の工程などが

ある。燃焼過程からはほとんどが一酸化窒素

として排出され、大気中で二酸化窒素に酸化

される。 

 

日平均値の年間 98％値 

１年間のうちで濃度が高かった日に着目

したとき、これらの日の濃度レベルがどの程

度であったかを表す統計指標の一つ。１年間

に測定された全ての日平均値を、１年間での

最低値を第１番目として、値の低い方から高

い方に順に並べたとき、低い方から数えて

98％目に該当する日平均値。 

 

燃料電池自動車（ＦＣＶ） 

燃料電池で水素と酸素の化学反応によっ

て発電した電気エネルギーを使って、モータ

ーを回して走る自動車のこと。燃料電池自動

車は水素ステーションで燃料となる水素を

補給する。 

 

 

廃棄物 

 物を占有している者が自ら利用し、または

他人に有償で売却することができないため

不要となったものをいい、ごみ、燃え殻、汚

ナ 行 
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泥、ふん尿、廃油などの固形状または液状の

ものをいう。廃棄物は、主として家庭から排

出される生ごみや粗大ごみなどの一般廃棄

物と、主として事業活動に伴って生じた汚泥

などの産業廃棄物に区別される。一般廃棄物

には、一般家庭から排出されるいわゆる家庭

ごみ（生活系廃棄物）の他、事業所などから

排出される産業廃棄物以外の不要物（いわゆ

るオフィスごみなど）も事業系一般廃棄物と

して含まれており、発生源別に、生活系と事

業系の２つに区分される。 

 

ハイブリッド車 

エンジンとモーターの２つの動力源をも

ち、それぞれの利点を組合わせて駆動するこ

とにより、省エネと低公害を実現する自動車。 

 

ビオトープ 

生物を意味する bio と、場所を意味する

top を合成したドイツの造語（biotop）で、

野生生物の生息空間を意味する。最近では、

池を設けたり草木を植えたりして、野生生物

が住みやすい空間を再現したものを指すこ

とが多い。 

 

ヒートアイランド現象 

 都市部において、高密度にエネルギーが消

費され、また、地面の大部分がコンクリート

やアスファルトで覆われているために水分

の蒸発による気温の低下が妨げられて、郊外

部よりも気温が高くなっている現象。等温線

を描くと、都市中心部を中心にして島のよう

に見えるためにヒートアイランドという名

称が付けられている。 

 

フードシェアリングサービス 

売れ残りを防ぎたい小売店・飲食店や生産

者と、食べものを求める人や団体を、スマー

トフォンのアプリ等を通じてマッチングす

る（組み合わせる）サービスのこと。 

フードドライブ 

家庭で余っている食品を既定の場所に持

ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体や

施設、フードバンクなどに寄付する活動のこ

と。 

 

フードバンク 

日常的に主に企業などから余っている食

品を集めて、定期的に福祉施設等に無償分配

する活動・団体のこと。 

 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

浮遊粉じんのうち粒径が 10 ミクロン（１

mm の 100 分の１）以下のもので、大気中に

長時間滞留し、肺や気管等に沈着して呼吸器

に影響を及ぼす。工場・事業場やディーゼル

自動車等から排出される人為的なもののほ

か、土壌粒子、海塩粒子などの自然界に由来

するものがある。浮遊粒子状物質のうち粒径

が 2.5 ミクロン以下のもの（PM2.5）につい

ては、特に健康への影響が指摘されている。 

 

プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ） 

外部から電源をつないで充電できるハイ

ブリッド車のことで、電気自動車とは違いエ

ンジンも搭載しているため、ガソリンエンジ

ンで自走することもできる。ハイブリッド車

に比べるとバッテリー容量も大きいものが

多く、電気のみでの航続距離もハイブリッド

車より長くなる。 

 

防薬シャッター 

薬剤散布時の近隣への飛散防止設備。 

 

 

緑のカーテン 

アサガオやヘチマ、ゴーヤなどツル性の植

物で作る自然のカーテンのこと。ベランダや

軒下に生育させることで、真夏の暑い日差し
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を避け、エアコンなどの冷房費削減につなが

ることが期待される。 

 

みどり率 

緑が地表を覆う部分に公園や水面などの

オープンスペースを加えた面積が、地域全体

の面積に占める割合のこと。 

 

 

有害化学物質 

フロンや有機塩素系化合物、ダイオキシン

等、環境中での分解性が著しく低く、人体に

悪影響を及ぼす物質（化学成分）を指す。 

 

要請限度 

騒音規制法、振動規制法に基づき、市町村

長が、都道府県公安委員会や道路管理者に対

して、交通規制や道路の改善など、道路交通

法の規定による措置を要請することができ

る騒音及び振動レベルのこと。 

 

 

リサイクル 

ごみを原料（資源）として再利用すること。

回収されたものを原材料として利用するマ

テリアルリサイクルと、廃棄物の焼却の際に

発生する熱をエネルギーとして利用するサ

ーマルリサイクルの２つに分けられる。 

 

リターナブル容器 

中身を消費した後の容器を、販売店を通じ

て回収し、製造メーカーが洗浄して再び使用

する容器。 

 

リデュース 

 廃棄物の発生抑制のことであり、再使用や

修理、廃棄物の発生の少ない商品の購入、コ

ンポストによる生ごみの減量化などがある。 

リフューズ 

不要なものやごみになるものを受け取ら

ない、拒否することでそもそも廃棄物を発生

させないこと。 

 

リユース 

いったん使用された製品や部品、容器など

を再使用すること。回収された使用済み機器

などをそのまま、もしくは修理などを施した

上で再び利用する「製品リユース」や製品を

提供するための容器などを繰り返し使用す

る「リターナブル」、回収された機器などか

ら再使用可能な部品を選別し、そのまま、も

しくは修理などを施した上で再度使用する

「部品リユース」などがある。 

 

 

３０ｂｙ３０（サーティ・バイ・サーティ） 

令和 12（2030）年までに生物多様性の損失

を食い止め、陸域及び海域の 30％以上を健

全な生態系として効果的に保全しようとす

る目標のこと。 

 

３Ｒ（スリーアール） 

Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、

Recycle（リサイクル）の３つの英語の頭文

字を表したもの。Reduce（リデュース）は、

使用済みになったものが、なるべくごみとし

て廃棄されることが少なくなるように、もの

を製造・加工・販売すること。Reuse（リユー

ス）は、使用済みになっても、その中でもう

一度使えるものはごみとして廃棄しないで

再使用すること。Recycle（リサイクル）は、

再使用ができずにまたは再使用された後に

廃棄されたものでも、再生資源として再生利

用すること。 

３Ｒ活動とは、３つのＲに取り組むことで、

ごみを限りなく少なくし、ごみの焼却や埋立

処分による環境への悪い影響を極力減らす

ヤ 行 

ラ 行 

数字・アルファベット 
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ことと、限りある地球の資源を有効に繰り返

し使う社会（＝循環型社会）をつくろうとす

るもの。 

 

４Ｒ＋１（フォーア－ルプラスワン） 

３Ｒに Refuse（リフューズ＝ごみの元に

なるものを買ったり貰ったりしないこと）を

加え、４Ｒとしたうえで、さらに市民・自治

会、事業者、教育機関、関連団体と行政の「協

働（Cooperation）」により、それぞれの立場

で知恵を出し合い、着実に進めていくことを

あらわした考え方（「第二次稲城市一般廃棄

物処理基本計画」の基本理念となっている）。 

 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 

河川水や工場排水、下水などに含まれる有

機物による汚濁の程度を示すもので、水質汚

濁に関する代表的な指標。一定条件のもとで、

微生物により有機物が酸化分解される際に

消費される酸素の量をいう。数値が大きいほ

ど汚濁の程度が高い。 

 

ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育） 

持続可能な開発を進めていくために、あら

ゆる領域から、学校教育、学校外教育を問わ

ず、国際機関、各国政府、ＮＧＯ、企業等あ

らゆる主体間で連携を図りながら、教育・啓

発活動を推進していくもの。この教育の範囲

とは、環境、福祉、平和、開発、ジェンダー、

子どもの人権教育、国際理解教育、貧困撲滅、

識字、エイズ、紛争防止教育など多岐にわた

る。 

 

ＨＴＴ（エイチ・ティー・ティー） 

東京都が進めている取り組みで、Ｈは「減

らす」、Ｔは「創る」、Ｔ「蓄める」の三つ

の切り口で、中長期的なエネルギーの安全確

保を推進している。 

 

 

ｉバス 

市が運行しているコミュニティバス（稲城

市循環バス）である。全路線ともに、小田急

バスに運行が委託されている。 

 

ＯＥＣＭ （オー・イー・シー・エム） 

Other Effective area-based 

Conservation Measure（その他の効果的な

地域をベースとする手段）の頭文字をとっ

たもので、国立公園などの保護地区ではな

い地域のうち、生物多様性を効果的にかつ

長期的に保全しうる地域のことをいう。 

 

ｐＨ（水素イオン濃度指数） 

水溶液の酸性、アルカリ性の度合いを表す

指標。一般に「水素イオン濃度」といわれる

こともあるが、正確には、水素イオン濃度の

逆数の常用対数を示す値。ｐＨ試験紙やｐＨ

計などで簡易に測定できる。ｐＨが 7のとき

に中性、７を超えるとアルカリ性、7未満で

は酸性を示す。 

 

ｐｐｍ（ピー・ピー・エム） 

英語で百万分の１を意味する言葉（parts 

per million）の頭文字をとって作られた単

位。％（百分率）と同じように、百万分の１

を単位とする比率の概念（百万分率）。大気

中における気体の大気汚染物質の濃度の単

位として用いられる。 

 

ＰＲＴＲ法（特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律） 

人の健康や生態系に有害なおそれがある化

学物質について、環境中への排出量及び廃棄

物に含まれての移動量を、事業者が自ら把握

して東京都を経由して国に届け出るとともに、

国は、事業者からの届出や統計資料を用いた

統計に基づいて排出量・移動量を集計・公表

する法制度。 
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ＳＤＧs（エス・ディー・ジーズ） 

「持続可能な開発目標： Sustainable 

Development Goals」の略称で、「エス・ディ

ー・ジーズ」と呼ぶ。平成 27（2015）年９月

の国連サミットで採択された「持続可能な開

発のための 2030アジェンダ」に記載された、

令和 12（2030）年までに持続可能でよりよい

世界を目指す国際目標のこと。 

 

Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0（ソサイエティ 5.0） 

「第５期科学技術基本計画」において、日

本が目指すべき未来社会として提唱された

もので、その一例としては s「サイバー空間

とフィジカル空間を高度に融合したシステ

ムにより、経済発展と社会課題の解決を両立

する人間中心の社会」と挙げられる。狩猟社

会(社会 1.0)、農業社会(社会 2.0)、産業社

会(社会 3.0)、情報社会(社会 4.0)に続く社

会を目指すものとしている。 

 

ＳＳ（浮遊物質） 

水中に浮遊または懸濁している直径２mm

以下の粒子状物質のことで、沈降性の少ない

粘土鉱物による微粒子、動植物プランクトン

やその死骸・分解物・付着する微生物、下水、

工場排水などに由来する有機物や金属の沈

殿物が含まれる。浮遊物質が多いと透明度な

どの外観が悪くなるほか、魚類のえらがつま

って死んだり、光の透過が妨げられて水中の

植物の光合成に影響し発育を阻害すること

がある。排水の排水基準、公共用水域の環境

基準、下水道への放流基準で規制されている。 

 

ＺＥＢ（ゼブ） 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）の略称で、「ゼブ」と呼

ぶ。快適な室内環境を実現しながら、建物で

消費する年間の一次エネルギーの収支をゼ

ロにすることを目指した建物。 

 

ＺＥＨ（ゼッチ） 

Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス）の略称で、「ゼッチ」と

呼ぶ。快適な室内環境を実現しながら、住宅

で消費する年間の一次エネルギーの収支を

ゼロにすることを目指した住宅。 

 

ＺＥＶ（ゼブ） 

Zero Emission Vehicle（ゼロ・エミッシ

ョン・ビークル）の略称で、「ゼブ」と呼ぶ。

走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さな

い電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動車（Ｆ

ＣＶ）、プラグインハイブリッド自動車（Ｐ

ＨＶ）のこと。
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